
防衛省訓令第１１９号

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合

衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関す

る法律第１４条に基づく損失補償の処理に関する訓令を

次のように定める。

平成１９年８月２５日

防衛大臣 小池 百合子

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリ

カ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する

措置に関する法律第１４条に基づく損失補償の処

理に関する訓令

改正 平成２８年 ３月２８日 防衛省訓令第１８号

改正 平成２８年 ３月３１日 防衛省訓令第３６号

改正 令和 元年 ５月３１日 防衛省訓令第 ５号

改正 令和 ２年１２月２８日 防衛省訓令第６７号

（通則）

第１条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメ

リカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措

置に関する法律（平成１６年法律第１１３号。以下「



法」という。）第１４条の規定に基づく損失の補償に

ついては、法及び武力攻撃事態等及び存立危機事態に

おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が

実施する措置に関する法律施行規則（平成１６年内閣

府令第７５号。以下「施行規則」という。）に定める

もののほか、この訓令の定めるところによる。

（申請書の受理）

第２条 地方防衛局長（東海防衛支局長を含む。以下同

じ。）は、法第１４条第１項の規定による損失の補償

を受けようとする者（以下「申請者」という。）から

施行規則第１条に規定する損失補償申請書を受理した

ときは、遅滞なく、防衛大臣に当該申請書の写しを送

付するものとする。

２ 地方防衛局長は、申請者が損失補償申請書を提出す

るに際し、申請者から当該申請書の内容を証明するに

足る資料を可能な範囲で提出させるものとする。

（関係機関との連絡等）

第３条 地方防衛局長は、特定合衆国軍隊（法第２条第



６号に規定する特定合衆国軍隊をいう。以下同じ。）

の法第１４条第１項各号に掲げる行為（以下単に「行

為」という。）及び当該行為による損失に関する状況

の把握のため、特定合衆国軍隊の部隊、自衛隊の部隊

又は機関、警察機関その他関係機関（以下単に「関係

機関」という。）と常に緊密な連絡を保つよう努める

ものとする。

２ 地方防衛局長は、関係機関から行為が行われた旨の

連絡を受けたときは、可能な範囲で、補償すべき損失

に関する状況につき現地調査及び資料の収集を行うと

ともに、申請者から当該損失に係る損失補償申請書が

提出されるよう適切な措置を講ずるものとする。

（補償調書の作成等）

第４条 地方防衛局長は、申請者から損失補償申請書を

受理した場合において必要があるときは、補償すべき

損失の有無につき現地調査及び資料の収集を行うもの

とする。

２ 地方防衛局長は、補償すべき損失がないと認められ



るときは損失補償申請書の内容が補償すべき損失でな

いことを明らかにする書類（以下単に「書類」という。

）を、補償すべき損失があると認められるときは当該

損失の補償額を算定し、別記第１号様式による損失補

償調書を作成するものとする。

３ 地方防衛局長は、書類又は損失補償調書を作成した

ときは、その写しを防衛大臣に送付するものとする。

（補償額の決定等）

第５条 防衛大臣は、地方防衛局長から書類又は損失補

償調書の写しの送付を受けたときは、その内容を審査

し、損失の有無又は補償額を決定し、遅滞なく、別記

第２号様式による損失補償決定通知書により地方防衛

局長を経由して申請者に通知する。

（補償金の交付等）

第６条 地方防衛局長は、補償金を交付するときは、補

償を受けるべき者から別記第３号様式による同意書を

提出させるものとする。

２ 地方防衛局長は、補償金を交付したときは、遅滞な



く、同意書の写しを添付した別記第４号様式による損

失補償支払完了報告書により防衛大臣に報告するもの

とする。

（異例なものの処理）

第７条 地方防衛局長は、異例なものの処理については、

防衛大臣の指示を受けなければならない。

（委任規定）

第８条 この訓令の実施に関し必要な事項は、地方協力

局長が定める。

附 則

この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月２８日省訓第１８号）

この訓令は、平成２８年３月２９日から施行する。

附 則（平成２８年３月３１日省訓第３６号）

１ この訓令は、行政不服審査法の施行の日（平成２８

年４月１日）から施行する。

２ 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであ

って、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこ



の訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に

係るものについては、なお従前の例による。

附 則（令和元年５月３１日省訓第５号）

１ この訓令は、令和元年５月３１日から施行する。

２ この訓令による改正後の様式を使用するに当たって

は、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成

」とする修正を加えたものを使用することができる。

附 則（令和２年１２月２８日省訓第６７号）（

抄）

（施行期日）

１ この訓令は、令和２年１２月２８日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

（１）・（２）（略）

（経過措置）

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前

の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この訓令による改正後の様式に



よるものとみなす。

３ この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙につ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。



別記第１号様式（第４条関係）

損 失 補 償 調 書

令和 年 月 日付けをもって提出された損失補償申請書につき、この損失

補償調書を作成する。

令和 年 月 日

防衛局長

東海防衛支局長

氏 名

調書作成者

所属、官職

氏 名

記

１ 申 請 者

住 所（所在地）

氏 名（名称及び代表者）

２ 請 求 額

３ 補 償 額

４ 損失の発生した日時又は期間

５ 損失の発生した区域又は場所

６ 損失の原因及び状況

７ 判 定 意 見

８ 補償の根拠である法令条項

９ 算出の根拠

別紙計算書のとおり

10 その他参考事項



別記第２号様式（第５条関係）

文 書 番 号

令和 年 月 日

（住 所（所在地））

（氏 名（名称及び代表者)) 殿

防衛局長
経由

東海防衛支局長

防衛大臣

損 失 補 償 決 定 通 知 書

令和 年 月 日付けをもって申請のあった に対する損失補償

について、下記のとおり決定したから通知します。

なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３月以内に書面で、防衛大臣に対して審査請求をすることができます。

記

１ 請 求 額

２ 補償決定金額

３ 補償対象日時・期間

４ 決 定 理 由

５ その他の事項

注：この決定に係る審査請求及び訴えの提起については、裏面を参照のこと。

（裏面）

１ この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規

定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に書面で、

防衛大臣に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過したときは、審査請求をすることができません。

２ この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年

法律第１３９号）の規定により、この決定があったことを知った日から６月以内に、

国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣）、同法第１２条に規定

する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があ

ったことを知った日から６月以内であっても、この決定の日から１年を経過した場

合には処分の取消しの訴えを提起することができません。



別記第３号様式（第６条関係）

同 意 書

令和 年 月 日付け第 号損失補償決定通知書により通知を受けた損

失補償金については、下記の金額及び各事項について異議なく、この金額を受領の上

は、本件については今後いかなる名義によるも請求しない。

記

１ 補 償 金 額

２ 補償対象日時・期間

３ 補 償 内 容

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

住 所（所在地）

氏 名（名称及び代表者）



別記第４号様式（第６条関係）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛大臣 殿

防衛局長

東海防衛支局長

損 失 補 償 支 払 完 了 報 告 書

下記のとおり支払を完了したから報告する。

記

１ 申 請 者

住 所（所在地）

氏 名（名称及び代表者）

２ 補 償 金 額

３ 支 払 年 月 日

４ 支払対象日時・期間


